
 

1  

 

 

答   申  

 

 審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した 生活保護法（以下

「法」という。）２６条の規定に基づく保護廃止決定処分に係る審査請求に

ついて、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、○○区福祉事務所長（以下「処分庁」とい

う。）が請求人に対し、平成３０年２月２２日付けで行った保護廃止決

定処分（以下「本件処分」という。）について、その取消しを求めると

いうものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

  （審査請求書原文のまま）  

身体保護であるから廃止決定は不当である  

生活議録にのっていることをやっているから違法である  

 

第４  審理員意見書の結論  

   本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規定に

より、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  



 

2  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

平成３０年  ７月２６日  諮問  

平成３０年  ９月２１日  審議（第２５回第１部会）  

平成３０年１０月１８日  審議（第２６回第１部会）  

平成３０年１１月２２日  審議（第２７回第１部会）  

平成３０年１２月２１日  審議（第２８回第１部会）  

 

第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結果、

以下のように判断する。  

１  法令等の定め  

⑴  法４条１項は、保護は生活に困窮する者が、その利用し得る資産、

能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用

することを要件として行われるとし、法８条１項は、保護は厚生労働

大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのう

ち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度

において行うものと規定している。  

そして、法２６条は、被保護者が保護を必要としなくなったとき

は、速やかに保護の停止又は廃止を決定し、書面をもって、被保護者

に通知しなければならないと規定している。  

⑵  地方自治法２４５条の９第１項及び第３項の規定に基づく法の処理

基準とされる「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３

８年４月１日付社発第２４６号厚生省社会局長通知）は、「第３  資

産の活用」の項において、「要保護者からの資産に関する申告は、資

産の有無、程度、内訳等について行わせるものとし、上記の申告を書

面で行わせること。なお、その際これらの事項を証する資料がある場
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合には、提出を求めること。」としている。  

⑶  同じく地方自治法２４５条の９第１項及び第３項の規定に基づく法

の処理基準とされる「生活保護法による保護の実施要領の取扱いにつ

いて」（昭和３８年４月１日付社保第３４号厚生省社会局保護課長通

知。以下「課長通知」という。）は、「第３  資産の活用」の問１８

「生活保護の受給中、既に支給された保護費のやり繰りによって生じ

た預貯金等がある場合はどのように取り扱ったらよいか。」の答にお

いて、「当該預貯金等の使用目的を聴取し、その使用目的が生活保護

の趣旨目的に反しないと認められる場合については、活用すべき資産

には当たらないものとして、保有を容認して差しつかえない。」とし

つつ、「被保護者の生活状況等について確認し、必要に応じて生活の

維持向上の観点から当該預貯金等の計画的な支出について指導助言を

行うこと。」とし、また一方、「保有の認められない物品の購入など使

用目的が生活保護の趣旨目的に反すると認められる場合には、最低生

活の維持のために活用すべき資産とみなさざるを得ない旨を被保護者

に説明したうえで、状況に応じて収入認定や要否判定の上で保護の停

止又は廃止を行うこと。」としている。  

⑷  また、課長通知は、「第１０  保護の決定」の問１２「法第２６条

の規定により保護の停止又は廃止を行う場合の取扱いの基準を示され

たい。」の答の「２  保護を廃止すべき場合」において、「当該世帯に

おける定期収入の恒常的な増加、最低生活費の恒常的な減少等によ

り、以後特別な事由が生じない限り保護を再開する必要がないと認め

られるとき。」又は、「当該世帯における収入の臨時的な増加、最低生

活費の臨時的な減少等により、以後おおむね６か月を超えて保護を要

しない状態が継続すると認められるとき。」は、法２６条の規定に基

づき保護を廃止すべきであるとしている。  

⑸  東京都福祉保健局生活福祉部保護課が作成した「生活保護運用事例

集２０１７」（以下「運用事例集」という。）は、「被保護者の累積金
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について」（問８－３４）において、被保護者が相当額の預金を保持

していることが判明し、保護費が累積した結果と確認された場合、当

該被保護者の累積金についてどのように取り扱うべきかについて、以

下のように、実施機関の参考となる指針を示している。  

まず、「１  預貯金の目的等の確認」として、「保護の趣旨目的に沿

って、以後の自立（就労自立、日常生活自立、社会生活自立等）のた

めに充てられるものであるか確認する。法の趣旨目的に沿ったもので

あれば、収入認定等は行わない。」として、単に将来の出費に備える

ための蓄財等ではなく、生活保護の趣旨目的に沿った具体的な目的を

持った備えであるかを確認するものとしている。  

確認の結果、「２  特に目的等がなく単に累積したものである場

合」として、「保護費を繰越しして一定額を超える預貯金を保有する

に至った経緯には、単に節約を図っただけでなく、食事や衣料品等の

生活必需品を極度に切詰めた生活をしてきた結果、当該保護世帯はど

こかに最低限度の生活に欠けるところが生じている可能性が推測され

る。『一定額を超えた場合』については、まず、最低限度の生活に欠

ける部分を補い、生活基盤を回復させるために使うよう、指導助言す

る。」、「必要に応じては、自立更生計画書等の作成を通じて累積金の

費消目的を定めながら、より安定した自立の助長を促すことが望まし

い。」とした上で、「当該世帯の最低限度の生活に欠ける部分を補って

も、なお相当額の残余がある場合には、活用し得る資産として認定し

た上で、生活最低基準をまかなう費用として活用を求めることとな

る。」、そして、「この際、①停廃止を行う場合、②分割して収入認定

する場合の２通りの処理が想定される」ものとしている。  

さらに、「３  本問答にいう『一定額』の基準（目安）」として、

「目安としては、累積金のすべてが目的のない状態であった場合、保

護の停廃止の期間の考え方を用いれば、当該世帯の最低生活費の概ね

６か月分相当の額に達した場合と考えられる。」としている。  



 

5  

運用事例集による上記取扱いの内容は、課長通知における預貯金の

取扱い及び保護廃止の基準（上記⑶及び⑷）に合致するものであっ

て、合理性が認められるものである。  

２  これを本件についてみると、平成２９年３月１４日及び同年１２月４

日の請求人から処分庁宛ての資産申告書に各記載された預金の額及び本

件通帳に記載された残高を確認することによって、請求人に多額の資産

があることが判明した。そのため、同資産の保有目的について、担当職

員が請求人に尋ねてこれを確認する等したが、請求人から購入予定があ

ると示された衣類等の金額も預金残高と比較して著しく少額であり、他

に特段の使用目的があるものと認められなかったこと、また本件処分の

前日である平成３０年２月２１日に確認した本件預金（２，０１５，３

４７円）が、請求人の最低生活費１２８，３７０円の６か月分を大幅に

超過していたことから、処分庁は、当該資産（本件預金）は保護の趣旨

目的に沿った具体的な目的を持った蓄えであると認めることはできず、

また、請求人については、本件預金の保有により、生活に困窮する者と

は認められない状態となっていると判断し、法２６条の規定に基づき、

保護の廃止を決定したことが認められる。  

本件処分に至る上記経過は、課長通知（１・⑶及び⑷）及び運用事例

集（１・⑸）により示された取扱いに沿っているものであって、法の運

用として適正かつ妥当なものと認められるから、本件処分は、結局、上

記１・⑴の法令の定めに則ってなされたものと言うことができ、違法又

は不当な点を認めることはできないものである。  

なお、本件処分の通知書には、廃止の理由として、「・その他の理由

により  ・累積金が一定額を超えたため。」との記載がなされている

が、この記載では、請求人において直ちに理由を正確に十分理解するこ

とはできないと考える。処分庁においては、今後、処分理由の記載につ

いては、「あなたの預金額があなたの最低生活費の６か月分を超えてい

ると判明したため」等、被処分者が、その内容を容易に理解できるよう
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な表現に改めることが望ましい旨付言する。  

３  請求人の主張について  

請求人の主張は明確ではないが、要するに、本件預金の保有について

福祉事務所が指導することは不当であり、一定額を超えたという理由で

保護を打ち切ることは違法であるとするものと解せられる。  

請求人の本件預金の保有については、特段の具体的な使用目的が認め

られないところから、結局、将来の出費に備えるための蓄財であると解

さざるを得ないものであるところ、その額（２，０１５，３４７円）

を、請求人の１月当たりの最低生活費（１２８，３７０円／月）で除す

ると、１５月分を超えるに至っているものである。そうとすると、いか

に生活上の不安を回避するためであろうとも、利用可能な多額の資産を

保有しながらこれを利用しないまま、法による保護を受けようとするこ

とは、保護の補足性の原則（法４条参照）に反し、法の趣旨に沿ったも

の評価することはできないものである。したがって、本件預金の保有を

理由として請求人の保護を廃止した本件処分は、上記２のとおり、法令

等の定めに則ってなされたものと認められるものである。  

また、請求人は、反論書において、生活保護が廃止されると、生活保

護受給中の者を対象として実施されている、上下水道料金の減免や都営

交通の無料乗車券の交付などのサービスが受けられなくなることも、追

加して主張している。しかしながら、生活保護の制度は、生活に困窮す

るすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、そ

の最低限度の生活を保障するものであるところ（法１条）、最低限度の

生活を実現するに必要な保護は、具体的には、個々の要保護世帯に対し

て、法８条の規定により厚生労働大臣の定める保護の基準により、実施

されることとなっているものである。したがって、生活困窮者に対し

て、保護の実施を行うかどうか、保護を継続する必要があるかどうかを

判断するに当たって、保護の基準の範囲外における別途の政策として、

保護の実施機関には当たらない行政部局等によって行われている、上下
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水道料金の減免や都営交通の無料乗車券の交付などのサービスが受けら

れるか否かを考慮することは、保護の実施機関に対して要求されている

ものではないと解せられる。  

なお、請求人は平成３０年２月から年額６８８，１３４円の老齢厚生

年金を受給することとなったため、月額に換算すると５７，３４４円相

当の収入が新たに生じることになる。そうとすると、その収入を利用す

ることによって最低限度の生活を賄ってなお不足する金額は、最低生活

費１２８，３７０円との差額である７１，０２６円ということになり、

当該不足分を補うについて本件預金２，０１５，３４７円を利用すると

すれば、計算上は２８月にわたって最低生活を維持することが可能とい

うこととなる。このことからも、保護が廃止されることによって請求人

の生活が困窮するということは、当面のところ考え難いものであり、本

件処分を取消すべき理由はない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

  

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令解

釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行われて

いるものと判断する。  

よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

髙橋滋、千代田有子、川合敏樹  

 


